
（仮称）総合子どもセンターの機能イメージ 

通所、在宅による
支援が必要 

死亡・生命の危険、
児童の保護、保護者

指導が必要 

子育て支援情報の提供等育
児不安の解消が必要 

高

本

人

・

家

族

の

リ

ス

ク

の

度

合

い

低

児童相談所 
虐待・障害・非行対応、一時保護、 
施設入所等の措置、家庭復帰支援 

（仮称）総合子どもセンター 

虐待等専門相談 
虐待相談・支援、虐待予防、保護者支援 

教育相談 
学業・進路、 
不登校相談等 

若者支援 
相談・支援、訓練等自立支援 

適応 
指導

就学
相談 

専門対応・関係機関連携中核機能 
対応事例分析・検証、調査研究・ノウハウ蓄積、

対応方針・施策立案、地域対応力強化 

すこやか福祉センター 

地域における子ども・子育てのトータルケア 

妊婦、子育て家庭の健康状態・養育環境の把
握、養育支援、児童発達にかかる相談支援、
医療・保育施設・子育てひろば等と連携した

子育て支援 

連

携

関係機関 

教育・保育施設、学校等 
民生・児童委員 
医療機関、警察 
社会福祉協議会  

民間子ども関連施設 等 

連

携

連

携
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